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１．事業実施報告（総括）について 

  介護保険制度成立から 20 年が経過し、私たちの福祉・介護の分野でも、働き方改革

や消費増税、入管難民法成立など大きな転換期を迎えています。国は、認知症や医療・

介護を必要とする高齢者の増加に伴い、適切な福祉サービスを提供できる体制づくりを

構築するとともに、地域住民がお互いに支え合いながら共に地域を作る「地域共生社会」

の実現に向けた取り組みを行っています。 

  一方では、少子化や核家族化による世帯人数の減少などにより介護を担う人は年々減

少し、高齢者の一人暮らしや老老介護、認認介護をする世帯が増えています。また、慢

性的な介護職員不足は深刻な社会問題となり、サービスの質の低下や職員の過重労働、

離職、介護難民を生む大きな要因ともなっています。 

  新規事業の整備につきましては、八代市が策定した「八代市高齢者福祉計画・第 7 期

介護保険事業計画」及び当法人の社会福祉充実計画に基づき、八代市第５圏域の宮地校

区において、12 月中旬の完成を目指し「地域密着型介護老人福祉施設あさひ園みやじ」

の建設工事が進められています。今後は、建設工事の進捗状況を確認しながら、完成後

スムーズに事業が開始できるよう、職員採用や研修、各種申請、備品の整備等を計画的

に進めて行きます。 

  介護保険等事業収入については、人材不足のなか、全職員で稼働率の向上や各種加算

の確保等につとめましたが、専門職員不足により、短期入所生活介護事業を一時停止し
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た事や各事業所で利用者確保が十分できなかった事等が原因で、昨年度より約 4.5％下

回りました。これからは、各職員が経営意識を高めるとともに、慢性的な介護人材不足

解消のため、介護ロボットや派遣職員・外国人労働者を活用しながら、職場環境改善や

業務の効率化を図ります。 

  今冬は、インフルエンザの園内発症はありませんでしたが、年明けより新型コロナウ

イルス感染症の拡大が収まらず、未だに予断を許さない厳しい状況にあります。これか

らも、政府や熊本県、八代市からの通知や情報を基に、感染対策委員会で協議し、全て

の感染症対策に取り組んで行きます。 

  7 月には、お陰様で創立 30 周年を迎えることができました。地域の方々や関係機関、

ボランティア、法人役職員など沢山の方々にご支援ご協力頂いたことに感謝しています。

記念式典や祝賀会、記念行事等も滞りなく終えることができました。今後も、地域包括

システムの構築に向けて、地域や利用者・家族のニーズを的確に把握すると共に、誰か

らも信頼される社会福祉法人となるよう、職場環境の資質向上や専門職員の育成、福祉

サービスの質の向上等に努めます。 

  なお、各事業所における具体的な事業実施内容は下記のとおりです。 

 

２．社会福祉法人郷寿会の運営について 

  社会福祉法人郷寿会の理事会及び評議員会を下記のとおり開催し、提出議案について

審議するとともに、監事による監査を実施しました。 

（１）理事会の開催 

①日 時：令和元年 5 月 29 日（水）午後 2:00 ～ 午後 3:40 

   場 所：特別養護老人ホームあさひ園２階会議室 

   出 席 者：理事 6 名、監事 2 名、事務長、事務職員 1 名 

   承認事項 ○ア  平成 30 年度事業実施報告書及び決算報告の承認について（含む監

事による監査報告書の説明） 

        ○イ  令和元年度資金収支補正予算書（案）の承認について 

        ○ウ  新役員候補者（案）の選任について 

        ○エ  就業規則の一部変更（案）の承認について 

        ○オ  運営規程の一部変更（案）の承認について 

        ○カ  定時評議員会の招集決定について 

   報告事項 ○ア  理事長の職務執行状況の報告について 

 

②日 時：令和元年年 6 月 14 日（金）午後 3:40 ～ 午後 4:00 

   場 所：特別養護老人ホームあさひ園２階会議室 

   出 席 者：理事 6 名、監事 2 名、事務長、事務職員 1 名 

   承認事項 ○ア  理事長の選定について 

 

③日 時：令和元年 10 月 25 日（金）午後 2:00 ～ 午後 3:20 

   場 所：特別養護老人ホームあさひ園２階会議室 

   出 席 者：理事 5 名、監事 2 名、事務長、事務職員 1 名 

   承認事項 ○ア  令和元年度上半期事業実施報告書（案）の承認について 

        ○イ  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指名競争入札に伴

う指名業者の選定について 

        ○ウ  運営規程の一部変更（案）の承認について 

 

④日 時：令和 2 年 3 月 18 日（水）午後 2:00 ～ 午後 3:10 
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   場 所：特別養護老人ホームあさひ園２階会議室 

   出 席 者：理事 6 名、監事 2 名、事務長、事務職員 1 名 

   承認事項 ○ア  令和元年度資金収支補正予算書（案）の承認について 

        ○イ  令和 2 年度事業実施計画書（案）の承認について 

        ○ウ  令和 2 年度資金収支予算書（案）の承認について 

        ○エ  経理規程の一部変更（案）の承認について 

        ○オ  給与規程の一部変更（案）の承認について 

        ○カ  運営規程の一部変更（案）の承認について 

        ○キ  評議員会の招集について 

 

（２）評議員会の開催 

①日 時：令和元年年 6 月 14 日（金）午後 2:00 ～ 午後 3:20 

   場 所：特別養護老人ホームあさひ園２階会議室 

   出 席 者：評議員 6 名、理事 2 名、監事 2 名、事務長、事務職員 1 名 

   承認事項 ○ア  平成 30 年度事業実施報告書及び決算報告の承認について（含む監

事による監査報告書の説明） 

        ○イ  令和元年度資金収支補正予算書（案）の承認について 

        ○ウ  役員選任について 

 

②日 時：令和 2 年年 3 月 27 日（金）午後 2:00 ～ 午後 2:45 

   場 所：特別養護老人ホームあさひ園２階会議室 

   出 席 者：評議員 6 名、理事 2 名、事務長、事務職員 1 名 

   承認事項 ○ア  令和元年度資金収支補正予算書（案）の承認について 

        ○イ  令和 2 年度事業実施計画書（案）の承認について 

        ○ウ  令和 2 年度資金収支予算書（案）の承認について 

 

（３）監事監査の実施 

   平岡尚道監事および吉田正範監事により、令和元年 5 月 8 日（水）に法人及び法人

が経営主体である各事業における平成 30 年度の会計及び会計以外の業務全般につい

て監事監査を実施しました。 

 

３．施設・事業所別事業実施報告について 

（１）特別養護老人ホームあさひ園について 

   令和元年度は「①入所者や利用者一人ひとりの生き方に寄り添いながら、最期まで

尊厳の保持と自立支援を行い、自分事として共感して接する姿勢を持ち、状態の変化

に対して的確で柔軟性のある援助に努めていく。②地域に根ざし、地域に貢献できる

施設づくりを目指す。③現場が求める人材の育成・定着に向けて、継続して働き続け

られる職場環境づくりを行う。④感染症の発生と拡大の防止、事故や苦情などに柔軟

に対応し、安全で安心した生活の提供」を基本目標に利用者や家族、地域から信頼さ

れ、安心・安全な毎日を過ごしてもらえるよう、取り組みを実施しました。また、季

節性のインフルエンザや新型コロナウイルス感染症の発症の防止のため、今冬も厳重

な感染対策を実施し、面会の制限などご家族のご協力をいただきました。そして、今

年度は職員の人材育成と定着に向けて職場環境づくりに取り組みましたが、人材の安

定的な確保にまでは至りませんでした。令和 2年度は、更に努力していきたいと考え

ています。 

   看護面においては、嘱託医と連携し入所者の健康管理及び異常の早期発見、他医療
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機関へ受診し、疾病の重篤化の防止に努め、本人及び家族の望む治療や退院後のケア

も他の病院との連携を行うことで適切なケアを行うことができました。感染症対策に

より、今冬はインフルエンザの発症者はいませんでした。感染対策の強化と感染症蔓

延防止を目的として、毎月の勉強会で職員への感染症に対する知識の強化を図りまし

た。また、看取り介護においては、死亡者数 13 名（転院 2 名）中 5 名に対し看取り

介護を実施しました。実施にあたり、本人及び家族の希望に沿った看取り介護を行う

ことができました。 

   機能訓練面においては、福祉メーカーの展示会を見学し当園のスペースで利用可能

なリフト類や足元センサーマット類について情報収集を行い、職員の負担軽減や入所

者の安全な生活を目標に今後の使用に向けての検討を行いました。また勉強会ではメ

ーカーより入所者のポジショニング方法について実技指導を受け、職員の知識・技術

向上を目指し褥瘡や拘縮予防に努めました。更に各入所者に対しては個々の身体機能

評価を行った上で、残存機能を活かした生活リハビリの計画を立案し、介護職員と共

に ADL 拡大に向けて実施しましたが、職員への技術的指導が不十分であり来年度に向

けての取り組み課題とします。 

   生活面においては「利用者の状態を把握し、合わせたケアを行う」を更に継続し、

入所者が安心した生活を送っていただけるように支援するとともに、限られた時間の

中で入所者とのふれあいを大切にしながらケアを行うよう努めました。また、園外に

出る機会を作ることで、季節感を味わえ、花や木々を見たりして、心身や脳への刺激

となり、良い表情や発語を引き出すことができました。今後も外出の機会を増やし活

気ある生活となるよう繋げていきたいと思います。 

   新人職員や派遣職員の福祉における知識と介護技術の習得のため、新人介護職員チ

ェックシートを活用しながらチームでの支援に取り組みました。今後も新人育成係を

中心に人材の育成・確保に努めていきます。 

   介護ロボットや支援機器類の導入を目指し、展示会への参加やデモ機の導入を行い

ましたが購入までは至らず、今後も導入の検討を行っていきます。 

   食事面においては、安全・安心を基本にした食事を提供し、旬の食材を使った料理

で、季節を感じられるように努めました。また、入所者の誕生日には、ケーキと赤酒

の提供を行い、個別対応が必要な利用者には食事内容の工夫とアプローチに努めまし

た。そして、入所者の重度化により、嚥下困難者が増加していることを踏まえ、ミキ

サー食の提供量と、たんぱく質の摂取を補助するために、主食にプロテインパウダー

等を使用して、必要栄養量と喫食率を維持・向上できるよう取り組みました。 

   非常食は、高齢者向けに、刻み食、ミキサー食のままで提供可能なものを使用でき

るように検討したいと思います。 

   令和元年度新規の入所者は 14 名（Ａさん：有料老人ホーム、Ｂさん：有料老人ホ

ーム、Ｃさん：医療機関、Ｄさん：老人福祉施設、Ｅさん：在宅、Ｆさん：グループ

ホーム、Ｇさん：有料老人ホーム、Ｈさん：有料老人ホーム、Ｉさん：有料老人ホー

ム、Ｊさん：有料老人ホーム、Ｋさん：有料老人ホーム、Ｌさん：有料老人ホーム、

Ｍさん：有料老人ホーム、Ｎさん：有料老人ホーム）でした。また、退所者は、死亡

による退所が 13 名、入院加療のための退所者は 2 名でした。 

   なお、入所者の状況（令和 2 年 3 月 31 日現在）については以下のとおりです。 

  ① 入所者数   ：49 名（定員 50 名） 

  ② 男女別    ：男性 3 名、女性 46 名 

  ③ 平均在所期間 ：4 年 8 ヶ月 

  ④ 平均年齢   ：88.0 歳 

  ⑤ 年齢区分   ：65 歳 ～ 69 歳（ 2名） 

70 歳 ～ 79 歳（ 3 名） 

            80 歳 ～ 89 歳（20名） 

            90 歳 ～ 99 歳（21名） 
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100 歳～   （3 名） 

  ⑥ 平均要介護度 ：要介護 4.29 

  ⑦ 要介護状態区分（※参考 1）  

            要介護 1（  0 名） 

            要介護 2（  2 名） 

            要介護 3（  4 名） 

            要介護 4（ 21 名） 

            要介護 5（ 22 名） 

  ⑧ 認知症状態区分（※参考 2）   

            自立  （  0 名） 

            ランクⅠ（  5 名） 

            ランクⅡ（ 11 名） 

            ランクⅢ（ 21 名） 

            ランクⅣ（ 10 名） 

            ランクＭ（  2 名） 

（※参考１） 

○要介護 1：立ち上がるときや歩行が不安定。排泄や入浴などに、一部介助が必要。 

○要介護 2：一人で立ち上がったり歩いたりできないことが多い。排泄や入浴などに一部

または全介助が必要。 

○要介護 3：一人で立ち上がったり歩いたりできない。排泄や入浴、着替えなどに全介助

が必要。 

○要介護 4：日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替えの全介助、食事のときの一

部介助が必要。 

○要介護 5：生活全般にわたって全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんどできない場

合が多い。 

（※参考 2） 

○ランクⅠ：何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立してい

る。 

○ランクⅡ：日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られ

ても、誰かが注意していれば自立できる。 

○ランクⅢ：日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介

護を必要とする。 

○ランクⅣ：日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見ら

れ、常に介護を必要とする。 

○ランクＭ：著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必

要とする。 

《主な行事実績》 

4 月 ・リラクゼーションあさひの湯（花湯） 

5 月 

・特養交流会（家族会総会） 

・入所者健診 

・リラクゼーションあさひの湯（菖蒲湯） 

6 月 

・防災訓練 

・ボーイスカウト、カブ隊、ビーバー隊交流会 

・リラクゼーションあさひの湯（日本名湯巡り風呂：箱根温泉） 

・家族会役員会 

7 月 

・創立記念行事（創立記念祝賀会） 

・リラクゼーションあさひの湯（日本名湯巡り風呂：別府の湯） 

・八代くま川祭り総踊り（職員・家族会合同）  
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8 月 

・光誓寺追弔会（物故者法要） 

・あさひ園納涼祭 

・リラクゼーションあさひの湯（ひまわり湯） 

9 月 

・あさひ園敬老会 

・防災訓練 

・光誓寺彼岸法要 

・リラクゼーションあさひの湯（すすき湯） 

・家族会役員会 

10 月 
・家族会清掃作業 

・リラクゼーションあさひの湯（日本名湯巡り風呂：草津温泉） 

11 月 

・あさひ園文化祭 

・短期入所アンケート調査 

・入所者健診 

・リラクゼーションあさひの湯（日本名湯巡り風呂：草津の湯） 

12 月 

・家族会視察研修旅行 

・職員・家族会合同忘年会 

・防災訓練 

・リラクゼーションあさひの湯（ゆず湯） 

1 月 

・正月行事 

・特養アンケート調査 

・リラクゼーションあさひの湯（日本名湯巡り風呂：箱根の湯） 

2 月 ・リラクゼーションあさひの湯（ばんぺいゆ風呂） 

3 月 

・防災訓練（新型コロナウイルス感染症対策にて中止） 

・家族会役員会（ 〃 ） 

・光誓寺彼岸法要（ 〃 ）  

・リラクゼーションあさひの湯（日本名湯巡り風呂：別府の湯） 

   ※月例行事として、ひだまりの会、入所者懇談会等を実施しました。 

 

（２）短期入所生活介護事業（含介護予防）について 

   短期入所生活介護は、「①利用者の自立支援や重度の方への対応、家族か住み慣れ

た生活環境を考慮し、利用者の自立支援や重度の方への対応、家族介護の負担の緩和

ができるよう、自宅における環境や生活習慣を考慮し、支援に努める。②生活意欲の

向上や在宅生活の継続ができるよう、利用者や家族のニーズ・意欲に沿ったサービス

の提供に努める。」を基本目標に取り組み、利用期間中の生活状況(入浴・排泄・食

事の状況など)の具体的な記録の充実に努め、利用者が重度となられても生活意欲を

失わず、在宅での生活が継続できるよう利用者様やご家族を支援しました。 

   令和元年度における利用延日数は 202 日、利用率は 11.1％となっており昨年度を下

回りました。慢性的な職員不足によりショートステイ利用の一時停止及び、受け入れ

人数の調整により、昨年度より減少したと考えられます。 

   令和元年度の利用実績は次のとおりです。 

                                （単位：日、％） 

 

利 用 延 日 数 利 用 率 

本年度 

実績(Ａ) 

前年度 

実績(Ｂ) 

対比 

（Ａ／Ｂ） 

本 年 度 利 用 率 前 年 度 利 用 率 

4 月 55 85 64.7 36.7 56.7 

5 月 0 98 0 0.0 63.2 

6 月 0 96 0 0.0 64.0 

7 月 2 107 1.9 1.3 69.0 
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8 月 10 94 10.6 6.5 60.6 

9 月 12 91 13.2 8.0 60.7 

10 月 33 102 32.4 21.3 65.8 

11 月 19 117 16.2 12.7 78.0 

12 月 14 90 15.6 9.0 58.1 

1 月 25 2 1250.0 16.1 0.1 

2 月 19 30 63.3 13.1 21.4 

3 月 13 66 19.7 8.4 42.6 

合計 202 978 20.7 平均 11.1  平均 53.4  

 ※ 上記の数値はショートステイ（定員 5 名）及び特養の空床ベッドを使用し、算出し

たものです。 

 

（３）通所介護事業について［含む第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービス・お

達者クラブ）］ 

   高齢者が要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日

常生活上の援助及び機能訓練を実施し、利用者の機能維持並びに利用者家族の身体的

及び精神的負担の軽減に努めました。 

   利用者の活動として、毎月の壁面製作では季節に応じた作品を作製し、あさひ園の

文化祭と 2 月の八代市ふれあいフェスタへ出品参加予定で準備をしていましたが、ふ

れあいフェスタが新型コロナウイルスの影響で中止となり、参加することはかないま

せんでした。 

   その他の活動として生け花、書道、野菜の栽培と収穫、桜や紫陽花の見学・バスハ

イクを実施し屋内だけではなく野外に出て季節感を味わえるような活動も実施する

ことができました。 

   毎年実施している太田郷小学校 3 年生との交流活動においては、11 月に児童自らが

交流内容を考えて、グループに分かれての交流会を実施することができました。この

交流活動は利用者にとっては楽しみな活動であるとともに、児童に対しても核家族化

が増える中、人生教育や地域福祉の増進に寄与する活動であると思われます。 

   新規事業の取り組みとして、利用者への入浴サービス提供の充実を目標として利用

者がゆっくりとリラックスした状態で入浴することができるよう、入浴順番や午前中

だけでなく午後入浴者をあらかじめ決めておくなどして、時間的な余裕をもたせ、精

神面でも声掛けの仕方など勉強会を通して全職員が考えながら取り組む事ができま

したが、まだ、「ゆっくり入れない。」などの声も利用者から聞かれており、今後も改

善に向け継続的に取り組みます。また、将棋を行う事ができる男性利用者が増え、木

製パズルと合わせて多くの利用者が熱心に取り組むことができていました。さらに、

利用者家族の見学会については、感染症予防の観点から実施が困難であったため、今

後新たな方法を検討する必要があります。 

   第 1 号通所事業の介護予防通所介護相当サービス・お達者クラブにおいては、利用

者の日常生活の状況、心身の状況及び希望を踏まえ、個別の目標やその目標を達成す

るための個別サービス計画を作成し、身体機能向上訓練、脳活性化トレーニング、集

団訓練などを実施しました。 

   利用実績については、令和 2 年 3 月末現在において、介護保険実利用者 68 名、延

利用者は 9,592 名。介護予防通所介護相当サービス・お達者クラブの実利用者は 42

名、延利用者は 2,324 名でした。また、実績対比では要介護延利用者が 68 名増加し

対比は 100.7％で、お達者クラブの実績対比は 96名の増加で実績対比 104.3％でした。 
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   介護認定結果により、お達者クラブから要介護となる方が数名あり、利用者にとっ

ては要介護になっても同じ事業所で利用できる安心感があり、当事業所においても要

介護の利用者の増加につながっています。 

《要介護・利用実績》       （単位：人） 

項 目 
（ 利 用 人 数 ） 

本年度実績（Ａ） 前年度実績（Ｂ） 増減（Ａ－Ｂ） 対比（Ａ／Ｂ）% 

4 月 841 761 80 110.5 

5 月 837 787 50 106.4 

6 月 773 802 △29 96.4 

7 月 847 834 13 101.6 

8 月 809 831 △22 97.4 

9 月 799 807 △8 99.0 

10 月 789 843 △54 93.6 

11 月 830 814 16 102.0 

12 月 851 782 69 108.8 

1 月 728 697 31 104.4 

2 月 712 714 △2 99.7 

3 月 776 852 △76 91.1 

合計 9,592 9,524 68 100.7 

※ 平成 30 年 9 月 30 日、令和元年 8 月 6 日は台風のために休業。
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《介護予防通所介護相当サービス・お達者クラブ》  （単位：人） 

項 目 
（ 利 用 人 数 ） 

本年度実績（Ａ） 前年度実績（Ｂ） 増減（Ａ－Ｂ） 対比（Ａ／Ｂ）% 

4 月 183 189 △6 96.8 

5 月 172 215 △43 80.0 

6 月 184 195 △11 94.4 

7 月 201 198 3 101.5 

8 月 183 207 △24 88.4 

9 月 198 176 22 112.5 

10 月 211 184 27 114.7 

11 月 187 165 22 113.3 

12 月 212 167 45 126.9 

1 月 194 151 43 128.5 

2 月 199 204 △5 97.5 

3 月 200 177 23 113.0 
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合計 2,324 2,228 96 104.3 

お達者クラブ延利用者数
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《直近５ヶ年における事業別利用者数の推移について》（年度別延人数） 

年度 要介護 

介護予防 

（平成 29 年 4 月

より 

第 1 号通所事業

に完全移行） 

第 1 号通所事業お

達者クラブ 

（平成 28 年 7 月よ

り実施） 

介護予防 

通所介護相当

サービス 

（旧介護予防） 

H27 年度 7,529 3,625   

H28 年度 8,415 1,929 360 101 

H29 年度 9,314 0 2,113 210 

H30 年度 9,524 0 2,228 0 

R 1 年度 9,592 0 2,297 27 

 

   平成 29 年 4 月より、介護予防通所事業が第 1 号通所事業・お達者クラブ(以後、「お

達者クラブ」)に完全に移行しましたが、当事業所においては経過措置期間である平

成 28 年 7 月よりお達者クラブを実施してきました。実施当初はお達者クラブの活動

内容、利用者数、収入面などの不安材料がありましたが、介護保険更新時の要介護へ

の移行利用者や当法人の居宅介護支援事業所の協力およびホームページによる空き

情報等により、年々、要介護利用者が増えてきています。 

   また、要支援の方を対象とした第 1 号通所事業と要介護の方を対象とした通所介護

事業の円滑な事業運営のため、送迎や入浴をはじめとしたサービス全般において、‟

事故なく快適に”とのサービスの質の維持・向上に努めました。 

《令和元年度の主な行事実績》 

月 行事内容 活動内容・アクティビティー活動 

4 月 

花祭り 

花見バスハイク 

キーホルダープレゼント 

キーホルダー作り 

 

5 月 
あさひ園交流会 

新茶会、母の日、菖蒲湯 

野菜や花の植え付け 

6 月 

運動会 

紫陽花見学 

父の日 

壁面作成 

7 月 創立記念行事、七夕行事 木工活動 

8 月 
かき氷、すいか割り 

ミニ夏祭り 

音楽活動 

野菜の収穫 

9 月 敬老会、綿菓子 壁面作成 
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10 月 買物バスハイク 壁面作成  
11 月 

 
太田郷小学校３年生交流会 

12 月 ゆず湯 カレンダー作り 

1 月 初詣 節分のお面作り 

2 月 節分行事 ひな人形作り 

3 月 
皆勤賞表彰 

ひなまつり会 

木工活動 

  ※ 毎月の行事である誕生会・書道・生花・映画観賞等は除いています。 

  ※ 介護予防通所介護相当サービス・お達者クラブの活動も準じて実施しました。 

 

（４）訪問介護事業［含む第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス・えぷろんケ

アサービス）および障害福祉サービス］について 

   介護を必要とする高齢者や障害者が、住み慣れた地域や自宅で安心して暮らせるよ

う利用者の持っている力を最大限に尊重し、自分らしい生活ができるために、8 名の

訪問介護員が必要なサービスの提供に努めました。 

   継続計画である週 1 回のミーティングについては、経営理念及び行動規範の読み合

わせをすることで、利用者満足度の高いサービスの提供を意識付けするとともに、利

用者のニーズや問題点をいち早く検討・協議し、関係機関との迅速な連携を図ること

で、利用者に安心と安全の介護サービスの提供に努めました。また、あさひ園居宅介

護支援事業所及び地域包括支援センターのケアマネジャー等と月 1回行う合同ミーテ

ィングや、全事業所のケアマネジャーに発送するサービス提供状況報告書等を通して、

個別援助計画の見直しや支援内容の情報の共有を積極的に協議する事で、質の高いサ

ービスの提供に努めました。 

   職員の資質向上については、年間研修計画に沿って月 1 回以上の勉強会を実施しま

した。さらに上半期に 1 名の職員が「同行援護従事者養成講座」を受講、専門的知識・

技術の研鑽を図り、資格取得の促進を図りました。 

   利用実績については、要介護認定の利用延べ人員（合計）は前年度実績対比で 388

名増えました。介護予防訪問介護相当サービス（介助対応型訪問サービス）利用者が

97 名減、障害は 27 名増となり、合わせて 318 名増加する結果となりました。活動延

べ時間（合計）は前年度実績対比で要介護が 95 時間増、介助対応型訪問サービスは

75 時間減少しました。障害福祉サービスは 12 時間増加、合わせて 32時間増加する結

果となりました。また、第 1 号訪問事業（えぷろんケアサービス）の実績は、利用延

べ人員は 658 名減、延べ時間は 658 時間減少となりました。 

   実績としては、要介護認定の利用者は下半期、増加する結果となりましたが、第 1

号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス、えぷろんケアサービス）の利用者は減

少することとなりました。 

   利用者の減少については、昨年度と同様で、入院が長期化したことや有料老人ホー

ム等の施設へ入居するケースが増えてきたこと、さらに、えぷろんサービスの訪問回

数制限も一因と考えられます。 

   障害福祉サービスの利用実績は下半期受け入れ態勢が整ったことでやや増加する

結果となりました。 

《 要介護認定利用実績 》    （単位：人、時間） 

 利用者延べ人員 活動延べ時間 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

(Ａ－Ｂ） 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

（Ａ－Ｂ） 
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4 月 333 335 △2 273 294 △21 

5 月 335 312 23 264  367 △103 

6 月 339 351 △12 272 295 △23 

7 月 386 318 68 296 261 △35 

8 月 398 321 77 314 278 36 

9 月 386 352 34 304 284 20 

10 月 452 392 60 339 313 26 

11 月 411 390 21 329 307 22 

12 月 435 410 25 346 321 25 

1 月 343 379 △36 284 299 △15 

2 月 339 321 18 270 260 10 

3 月 439 327 112 354 271 83 

合計 4,596 4,208 388 3,645 3,550 95 

 

《 介護予防訪問介護相当サービス利用実績 》 （単位：人、時間） 

 利用者延べ人員 活動延べ時間 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

(Ａ－Ｂ） 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

（Ａ－Ｂ） 

4 月 27 32 △5 27 33 △6 

5 月 31 30 1 31 30 1 

6 月 24 34 △10 24 34 △10 

7 月 27 39 △12 27 38 △11 

8 月 27 36 △9 27 36 △9 

9 月 26 38 △12 26 38 △12 

10 月 34 45 △11 34 45 △11 

11 月 24 41 △17 24 41 △17 

12 月 32 31 1 32 31 1 

1 月 39 32 7 39 32 7 

2 月 14 31 △17 35 31 4 

3 月 22 35 △13 22 34 △12 

合計 327 424 △97 348 423 △75 

 

《 えぷろんケアサービス利用実績 》 （単位：人、時間） 

 利用者延べ人員 活動延べ時間 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

(Ａ－Ｂ） 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

（Ａ－Ｂ） 

4 月 95 124 △29 95 124 △29 

5 月 88 146 △58 88 146 △58 

6 月 59 135 △76 59 135 △76 

7 月 60 135 △75 60 135 △75 

8 月 55 130 △75 55 130 △75 

9 月 56 115 △59 56 115 △59 

10 月 66 129 △63 66 129 △63 

11 月 67 121 △54 67 121 △54 
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12 月 68 104 △36 68 104 △36 

1 月 68 127 △59 68 127 △59 

2 月 66 100 △34 66 100 △34 

3 月 64 104 △40 64 104 △64 

合計 812 1,470 △658 812 1,470 △658 

 

《 障害福祉サービス利用実績 》 （単位：人、時間） 

 利用者延べ人員 活動延べ時間 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

（Ａ－Ｂ） 

本年実績 

（Ａ） 

前年実績 

（Ｂ） 

増 減 

（Ａ－Ｂ） 

4 月 25 35 △10 25 36 △11 

5 月 22 36 △14 22 42 △20 

6 月 23 34 △11 24 39 △15 

7 月 31 34 △3 31 35 △4 

8 月 39 35 4 39 35 4 

9 月 37 30 7 35 29 6 

10 月 38 39 △1 43 48 △5 

11 月 40 37 3 42 44 △2 

12 月 39 29 10 41 30 11 

1 月 39 25 14 43 27 16 

2 月 35 21 14 37 22 15 

3 月 36 22 14 39 22 17 

合計 404 377 27 421 409 12 

 

（５）障がい者（児）指定特定相談支援事業について 

   現在、相談支援専門員 1 名で障がい者（児）の自立した日常生活を支え、適切なサ

ービス利用のために、サービス等利用計画を作成、モニタリング期間に合わせサービ

ス実施状況および本人に生じている課題等を評価しながら、その方々に合わせた相談

支援を行っています。 

   障がい者（児）の計画作成件数に関して、新規相談依頼を積極的に受け入れたこと

で順調に伸びました。また、就労系事業所や児童療育事業所等への定期的なモニタリ

ングの他に積極的な訪問等行いながら連携を図ることでの紹介等も利用者増の要因

となったと考えます。 

   障がいに関する地域社会の認知も進み、小さな疑問や心配から検査を早い段階で行

われる傾向が見られ、早くから利用したいという両親、家族の希望や、不登校や閉じ

こもりに伴う相談も増え、障がい者支援の利用の垣根も低くなってきた事も伺えます。 

   今後も積極的な新規計画相談の受け入れを行い、障がい者（児）の不安や心配事の

解消につなげていきます。なお、実績は下記のとおりです。 

《障害サービス利用等計画作成件数》 

 障害者（更新） 障害児（更新） モニタリング 合計 

本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 増減 

4 月 1 1 6 11 9 10 16 22 △6 

5 月 4 1 3 2 13 13 20 16 4 

6 月 1 3 3 3 16 11 20 17 3 
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7 月 1 1 3 2 16 12 20 15 5 

8 月 2 2 8 4 12 11 22 17 5 

9 月 2 3 8 2 14 11 24 16 8 

10 月 4 2 7 5 16 14 27 21 6 

11 月 4 2 5 4 17 13 26 19 7 

12 月 3 3 6 2 22 13 31 18 13 

1 月 4 3 7 4 15 14 26 21 5 

2 月 2 3 6 6 13 12 21 21 0 

3 月 3 2 4 1 21 17 28 20 8 

合計 31 24 66 45 184 134 281 223 58 

 

（６）八代市第２地域包括支援センター（やまびこ）（包括的支援事業、指定介護予防支

援事業）について 

   高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することをめざした

「地域包括ケアシステム」の構築を図るために事業を展開してまいりました。 

   高齢者の福祉や医療、介護予防、そして権利を守るための地域の拠点として①介護

予防マネジメントの業務、②総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続的

ケアマネジメントを保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の三職種 4 名と介護支

援専門員 3 名、事務職員 1 名を配置し、龍峯、太田郷、千丁、昭和校区の地域包括ケ

アを支える中核機関としての活動を行ってきました。このほか、「在宅医療・介護連

携の推進」「生活支援サービスの体制整備」「認知症施策の推進」「地域ケア会議の推

進」に行政と連携して取り組みました。 

  ① 介護予防ケアマネジメント業務 

   ア）介護予防事業について 

     やつしろ元気体操教室と介護予防教室の委託を受け、各教室を開催しました。

また、介護予防の観点から、一人暮らし高齢者及び一般募集で参加された高齢者

に対して、健康相談及び健康教育に関する勉強会や実技指導を実施しました。新

型コロナウイルス感染対策のため 3月のやつしろ元気体操教室と介護予防教室の

開催は中止になりました。なお、実績は下記のとおりです。 

＜令和元年度やつしろ元気体操教室参加者数＞（単位：名） 

一般高齢者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 
10

月 

11

月 

12

月 
1月 2 月 3 月 

計 

太田郷教室 37 36 31 33 17 35 35 37 27 24 16  328 

市営プール集会所 25 14 14 26 16 29 30 23 12 6 24  219 

あさひ園 13 13 12 14 15 17 16 17 15 20 9  161 

千丁教室 139 76 132 112 116 153 152 141 140 104 110  1,375 

龍峯農業研修所 13 16 13 13 13 13 16 14 12 13 6  142 

 

＜介護予防教室実施内容＞ 

開 催 日 団体名 
参加 

人数 

4 月 10 日（水） 長田町いきいきサロン 12 人 

5 月 9 日（木） 毘舎丸町いきいきサロン 14 人 

5 月 24 日（金） 西片町いきいきサロン 13 人 

5 月 25 日（土） 西牟田下一人暮らし交流会 16 人 
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6 月 7 日（金） 北吉王丸いきいきサロン 20 人 

6 月 14 日（金） 塘町いきいきサロン 17 人 

7 月 10 日（水） 大手町いきいきサロン 16 人 

7 月 17 日（水） 二の丸一人暮らし交流会 13 人 

8 月 8 日（月） 日置町いきいきサロン 20 人 

8 月 21 日（水） 西片町第２いきいきサロン 5 人 

8 月 22 日（木） 井上町いきいきサロン 20 人 

9 月 10 日（火） 長田町いきいきサロン 13 人 

10 月 17 日（木） 太田郷健康づくり研修会 25 人 

12 月 5 日（木） 若返り塾（１） 25 人 

12 月 17 日（火） 若返り塾（２） 22 人 

12 月 18 日（水） 西牟田下いきいきサロン 25 人 

12 月 19 日（木） 若返り塾（３） 25 人 

2 月 5 日（水） 興善寺長生会 23 人 

2 月 13 日（木） 興善寺一人暮らしの集い 13 人 

2 月 14 日（金） 川田町東一人暮らしの集い 13 人 

2 月 15 日（土） 岡町小路一人暮らしの集い 11 人 

2 月 19 日（水） 岡町谷川一人暮らしの集い 13 人 

2 月 20 日（木） 岡町中一人暮らしの集い 14 人 

 

イ）指定介護予防支援事業・第 1 号介護予防支援事業について 

     指定介護予防支援業務では、高齢者ができる限り要介護状態にならないで、自

立した日常生活を営むことができるよう支援しました。介護予防・日常生活総合

事業（総合事業）や地域の社会資源等の多様なサービスを利用することにより自

分らしい生活の継続ができるようにしました。なお、実績は下記のとおりです。 

＜令和元年度請求実績（指定介護予防事業）＞ （単位：件） 

項目 
4 月 5 月 6月 7 月 8 月 9 月 

10

月 

11

月 

12

月 
1 月 2 月 3 月 

計 

自センタ

ー 

請求実績 

前年度

実績 

予防 87 88 92 94 85 92 94 91 86 89 93 94 1,085 

総合 152 152 151 146 148 145 146 146 148 150 145 144 1,773 

介護予防 95 94 95 100 98 103 100 99 103 107 107 107 1,208 

総合事業 149 147 147 148 151 144 136 140 134 133 128 129 1,686 

合計 244 241 242 248 249 247 236 239 237 240 235 236 2,894 

委託分 
予防 26 28 29 29 27 26 24 25 24 26 24 28 316 

総合 26 25 26 27 28 29 26 26 26 24 22 23 308 

圏域内合計 296 294 297 304 304 302 286 290 287 290 281 287 3,518 

 

  ② 総合相談支援及び権利擁護業務について 

    高齢者に対するワンストップサービスの拠点であることを念頭に置き、総合相談

支援業務や高齢者の権利擁護業務を行いました。本人、家族、民生委員、医療機関

等から相談があった場合にスムーズな対応ができるよう、毎朝職員間で情報の共有

や支援方針の検討等の体制作りを行うことによって、介護・福祉に関する相談や認

知症に関する相談等、年間 2,328 件の相談対応を行いました。困難で複雑な課題を

抱える相談に対しては「地域ケア会議」「困難事例検討会」を開催し多職種から助



１５ 

 

言をいただき課題解決にあたりました。なお、相談件数の実績は下記のとおりです。 

＜令和元年度の相談件数＞       （単位：件） 

相 談 内 容 4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 

計 

介護保険等福祉に関する相談 56 80 66 89 131 83 90 92 83 118 110 162 1,160 

保健や病気など保健・医療に関する 4 34 15 19 33 19 14 14 16 26 23 27 244 

施設入所・退所に関する相談 11 11 12 4 3 9 3 14 8 12 12 14 113 

介護予防サービスに関する相談 12 9 4 7 17 12 11 25 10 3 9 13 132 

福祉用具の購入・貸与に関する相談 4 12 14 8 18 8 3 12 16 12 6 17 130 

住宅改造・改修に関する相談 1 8 9 2 12 4 4 21 10 15 10 27 123 

苦情相談に関すること 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

認知症に関すること 11 12 12 22 8 14 16 8 14 17 33 30 197 

その他の相談 9 19 17 8 12 15 8 8 10 14 14 12 146 

高齢者虐待に関する相談 0 2 0 3 0 1 4 3 1 1 3 13 31 

権利擁護・成年後見に関する

相談 

1 4 1 0 0 0 1 5 3 4 0 1 20 

消費者被害に関する相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

介護支援専門員の日常業務に

関する個別指導・相談 
0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 9 15 

支援困難事例等への相談・指

導 

0 1 0 0 1 1 0 2 3 3 2 2 15 

合  計 109 195 151 162 235 169 154 204 174 225 223 327 2,328 

 

  ③ 包括的継続的支援業務について 

   ア）家族介護者交流事業（オリーブの会）について 

    「オリーブの会」として発足した家族介護者の会を基盤にし、毎月の学習会や認

知症の当事者も参加ができる認知症カフェ「喫茶やまびこ」を開催しました。交

流会では、家族介護者同士の意見や助言が活発にみられるようになり介護者の精

神的負担の軽減を図りました。新型コロナウイルス感染対策のため 3 月のオリー

ブの会の開催は中止しました。なお、実績は下記のとおりです。 

 

開 催 日 場  所 参加数 内   容 

4 月 12 日（金） 第 2 包括 20 人 お花見と座談会 

5 月 15 日（水） 第 2 包括 27 人 喫茶やまびこ 

6 月 12 日（水） 第 2 包括 17 人 介護食試食会・座談会 

7 月 17 日（水） 太田郷コミセン 20 人 「共に生きる」講義・座談会 

8 月 19 日（月） 第 2 包括 10 人 「お薬について相談しよう」・座談会 

9 月 12 日（木） 第 2 包括 13 人 「高齢者のための栄養料理レシピ」・座談会 

10 月 16 日 第 2 包括 10 人 「つまみ細工」「メンズの会」・座談会 

11 月 27 日水 第 2 包括 25 人 喫茶やまびこ 

12 月 11 日 こんぴら丸 13 人 忘年会・座談会 

1 月 17 日 第 2 包括 9 人 「感染症について」・座談会 

2 月 12 日 第 2 包括 8 人 「口腔機能について」・座談会 

 

   イ）認知症サポーター養成講座について 



１６ 

 

     認知症に対する地域住民への啓発活動を強化するために認知症サポーター養

成講座を開催しました。なお、実績は下記のとおりです。 

＜認知症サポーター養成講座＞ 

開 催 日 場 所 
参加 

人数 
団体名 

6 月 21 日（金） あさひ園 55 人 あさひ園職員 

7 月 25 日（木） イオン「ひなたぼっこ」 10 人 社協サマーキャンプ 

9 月 2 日（月） ハーモニーホール 132 人 太田郷ふれあい委員 

1 月 14 日（火） 太田郷小学校 118 人 太田郷小学校 3 年生 

1 月 24 日（金） ハーモニーホール 15 人 セブンイレブン 

 

  ④ 広報活動について 

    地域包括支援センターの役割について広報誌、ホームページ、校区福祉会研修会、

民生委員定例会出席及び介護予防教室等において広報を行いました。また、地域の

住民の方々や関係機関に対して「包括だより」、ケアマネジャーに対して「やまび

こ通信」を発行しました。配布や回覧板を利用するなどして、積極的に周知活動を

行いました。 

  ⑤ 新たな取り組みについて 

    介護支援専門員の相談窓口として「ケアマネサロンＡＲＵＡＲＵ」を開催しまし

た。今年度は、介護支援専門員同士の情報交換や連携強化を図るため、年 3 回テー

マを決めて講師に参加していただき開催しました。 

   ア）7 月 18 日（木）「新人ケアマネあるある」には、圏域居宅介護支援事業所主任

ケアマネジャー参加していただき開催しました。 

   イ）10 月 17 日（木）「インフォーマルサービスあるある」には、八代市社会福祉協

議会職員に参加していただき開催しました。 

   ウ）2 月 20 日（木）「アンガーマネジメントを利用してコミュニケーション」には、

薬局薬剤師に参加していただき開催しました。 

 

（７）居宅介護支援事業について 

   被保険者が、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域でいきいきと暮らしてい

ただけるよう配慮しながら、基本倫理である「自立支援」「人権擁護」「利用者主体」

「公平性」「中立性」「法令遵守」「秘密保持」等に徹し、総合的かつ効果的なサービ

スの提供を目指したプランの作成に努めました。予防プランについては、6 箇所の地

域包括支援センターと連携を密にとりながら、必要なサービスが切れ目なく提供さ

れるよう自立支援を主眼としたプランを作成しました。 

   ケアマネ 8 名体制でチームワークをとりながら、新人ケアマネジャーのフォローも

行いつつ、各自の質の向上に努めています。年度末に 1名の退職予定者があったため、

1 月以降新規受け入れを控え担当調整を行っており、他事業所への居宅変更を依頼し

た後に新入職員の確保ができた関係で、実績減になってしまいました。予防プランに

ついては、委託元の地域包括支援センターの事情等で委託されない方向が続いている

ため横ばいで推移しています。 

   なお、令和元年度の実績については、以下のとおりです。 

① 個別性の高いケアプランづくりについて 

    利用者及び家族の意向を丁寧に聞き取ることで、より個別性の高いケアプラン作

りに努めました。 
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② ケアプランの質的向上について 

    法令遵守に努めながら定期的なモニタリングを行うとともに、支援経過を詳細に

記録しました。また、誤字脱字がないように注意し、簡潔な記録及び他人に見せる

記録を意識していますが、未入力や未チェックのものもありますので、引き続き記

録を完結するよう努めます。 

③ サービス担当者会議開催について 

    認定更新時やサービス変更時には確実に開催し、欠席者への対応も「照会票」等

で行いました。 

④ 苦情について 

    利用者や家族からの意見については、真摯な態度で、解決に向け迅速かつ的確に

対応し記録しています。大きな苦情はありませんでした。 

⑤ 広報紙「居宅だより」の発行について 

    広報のための「居宅だより」を 2 か月に 1 回発行しています。地域福祉に関する

知識や情報、介護保険サービス等についての紹介、介護予防の取り組みや健康管理

に関すること等を分かりやすく、見やすい形で利用者や家族へ発信しました。今後

も紙面の充実を図りながら介護保険制度の正しい活用方法等の周知や話題づくり

に努めます。 

⑥ 自己評価や利用者アンケートの実施について 

    今年度の自己評価は 6 月に、接遇(ビジネスマナー)に対する自己評価を行いまし

た。チームの組織力をアップし、協力し合いながら気持ちよく業務が遂行できるよ

うに、また対人援助においては常に気持ちの良い対応ができるよう、自己チェック

と振り返りを行いました。 

    なお、利用者へのアンケートを 1 月～2 月にかけて実施し、回収率も過去最高の

81.3％で、対応についてもおおむね良いと評価されました。今後も職員一丸となり

接遇及びケアマネジメントの質の向上に努めます。 

  ⑦ 研修会や勉強会について 

    特定事業所加算を取得するための事業所体制を継続しており、週 1 回の勉強会も

内容を充実させ、困難事例の検討・問題点の解決・疾患についての勉強会・研修報

告・情報交換の場等に活用しました。各種研修会へも積極的に参加し復命すること

で、介護支援専門員としての質の向上に努めました。また、法人内他事業所との合

同ミーティングを定期的に開催し、情報共有や風通しの良い職場づくりにも努めま

した。保険者が実施する「ケアプラン点検事業」に使用する課題整理総括表の学習

会も随時開催し、理解を深めています。 

  ⑧ 家族介護者の会（オリーブの会）サポートについて 

    毎月、第 2 地域包括支援センターが主催する家族介護者の会(オリーブの会)に輪

番で出席し、家族が抱える精神的・身体的負担を直接耳にすることで、ストレスが

少しでも軽減できるような助言や提案を行いました。今後とも、主催者側の意識も

持ちながら、会の運営がスムーズに行くよう支援していきます。 

  ⑨ 地域包括支援センターとの連携について 

    6 つの包括支援センターと連携し、利用者に必要なサービスが切れ目なく提供で

きるよう支援しました。地域包括支援センター主催の研修会や勉強会・情報交換会

等にも積極的に参加しました。しかし、委託を受けていない包括支援センターとの

連携は薄い状況にあります。 

  ⑩ 介護予防マネジメントについて 

    現在、4 つの地域包括支援センターより予防プランの委託を受けており、委託元

地域包括支援センターとは、より密に連携しています。 
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  ⑪ 書類チェックについて 

    月ごとのチェック表を用いて、業務の見える化を図っています。認定期間終了ご

とに書類チェック(ファイル整理)を実施するようにしていましたが、支援経過入力

が完了していない者もおり、実施状況にはばらつきがありました。 

  ⑫ 誕生月のプレゼントについて 

    今年度は「靴下」をプレゼントしており、できるだけ滑り止め付きを選定してい

ることで利用者に喜んでいただきました。 

  ⑬ 今年度の新たな取り組みについて 

    事例検討会や事例振り返りを月 1 回開催し、支援の方向性やケアプランの効果を

検証し、各介護支援専門員の対人援助技術やケアマネジメントの質の向上につなげ

ました。それぞれの介護支援専門員の業務管理に差があるため、利用者全員の課題

整理総括表作成には至っていませんが、徐々に活用の幅を広げながら、今後、より

個別的で具体的なケアプランへ進化させられるよう努めます。 

    また、事業所加算の条件の一つである他法人が運営する事業所と合同の事例検討

会開催についても 7 月 23 日に開催し、より充実した事例検討会ができました。下

半期は 3 月に予定していましたが、新型コロナウイルス感染防止対策により中止と

なりました。 

＜令和元年度上半期実績＞   （単位：件、％） 

項目 

請 求 実 績（介護プラン） 請 求 実 績（予防プラン） 

本年度

実 績

(A) 

前 年 度

実績(B) 

増 減 

（A-B） 

対  比

（A/B） 

本 年 度

実績(C) 

前 年 度

実績(D) 

増 減 

（C-D） 

対  比

（C/D） 

4 月 225 233 △8 96.6 11 11 0 100.0 

5 月 222 238 △16 93.3 12 10 2 120.0 

6 月 220 230 △10 95.7 12 10 2 120.0 

7 月 228 231 △3 98.7 11 10 1 110.0 

8 月 226 232 △6 97.4 9 10 △1 90.0 

9 月 224 233 △9 96.1 10 9 1 111.1 

10 月 219 232 △13 94.4 10 10 0 100.0 

11 月 217 236 △19 91.9 9 8 1 112.5 

12 月 211 234 △23 90.2 9 11 △2 81.8 

1 月 207 230 △23 90.0 9 10 △1 90.0 

2 月 199 222 △23 89.6 10 10 0 100.0 

3 月 189 230 △41 82.2 12 10 2 120.0 

合計 2,587 2,781 △194 93.0 124 119 5 104.2 

 

４．地域とのふれあい（交流）活動について 

（１）ボランティアの受け入れと各種行事協賛について 

   ボランティア活動者を受入れる事によって、施設の閉鎖性からの脱却や地域社会と

の交流、外部の評価、施設の広報活動、社会資源の活用・マンパワーの充実など多く

の利点を得る事ができました。 

   令和元年度においても、納涼祭、敬老会、文化祭その他に歌や踊りの披露等、各種

ボランティアの受け入れを積極的に行いました。令和元年度におけるボランティアの

受け入れは、次のとおりです。 

   団体では、あさひ園家族会様、花いち様、寿扇静雪社中様、琴修会様、ケアパーク

株式会社様、株式会社ミタカ様、日本ボーイスカウト第３団カブ隊・ビーバー隊様、
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クワハラエレクトロン様、やつしろナツメロ愛好会様、日本製紙八代サポート様、ギ

フトショップ「グロリア」様、太田郷カラオケクラブ様、ピカケスタジオ八代様、福

島牧場様、裕寿々会様、リコージャパン様、JA 太田郷支所様、株式会社南九州ニチダ

ン様、コスモ開発様、デイサービスセンターはるひ様、訪問看護ステーションふぃっ

と様、坂口畳店様、また、個人では合計 18 名の方々にご協力・ご協賛していただき

ました。 

（２）施設実習・研修生の受け入れについて 

   研修・実習施設として、各種学校等の受け入れを積極的に行いました。令和元年度

における実習・研修生の受け入れは、次のとおりです。熊本学園大学様、熊本大学様、

中九州短期大学様、秀岳館高校様、八代白百合学園高等学校様、八代第二中学校様、

太田郷小学校様等を受け入れました。今後も、施設実習・研修生の受け入れをとおし

て、当法人の「指導する立場の職員育成」や「自覚、誇り」の高揚につなげていきま

す。 

 

５．職員の採用及び退職について 

（１）平成 31 年 4 月 1 日付昇格の職員 

  ① 通所看護職員  1 名 

（２）職員の採用及び退職について 

  ① 平成 31 年 4 月 1 日現在の職員数 79 名 

（うち正職員数 59 名、非常勤職員数 20 名） 

正 職 員 非 常 勤 職 員 

採 用 退 職 採 用 退 職 

（ 特 養 看 護 職 員 ） 

1 名 

 

（ 特 養 介 護 職 員 ） 

1 名 

（ 通 所 介 護 職 員 ） 

1 名 

（ 通 所 介 護 部 長 ） 

1 名 

（ 居 宅 ケ ア マ ネ 副 主 任 ） 

1 名 

（ 特 養 介 護 職 員 ） 

6 名 

（ 特 養 看 護 職 員 ） 

1 名 

（ 登 録 型 訪 問 介 護 員 ） 

1 名 

（居宅ケアマネ） 

1 名 

（ 特 養 介 護 職 員 ） 

5 名 

（ 特 養 看 護 職 員 ） 

2 名 

 

  ② 令和 2 年 3 月 31 日現在の職員数 78 名（3 月 31 日退職者を除く） 

（うち正職員数 56 名、非常勤職員数 22 名） 

 

６．職員の勤務条件の改善について 

（１）職員の健康診断を 5 月に実施するとともに、事故防止の徹底と定期健康診断受診後

のフォローアップ対策、腰痛予防対策、園内感染予防対策、その他衛生環境の整備等

について、毎月衛生管理委員会および感染症対策委員会を開催し、職員の健康増進と

職場衛生環境の改善に取り組みました。また、改正労働安全衛生法に基づきストレス

チェックを実施するとともに、情報を収集し全事業所で共有することにより、迅速か

つ的確な対応に努めました。さらに、毎月定期的に嘱託医師による「健康相談の日」

を設け職員の健康増進に努めました。 

   なお、新型コロナウィルス感染症対策のため、頻繁に感染症対策委員会を開催し、

利用者家族等の面会制限、役職員の出勤管理及び関係機関や取引業者への対応等につ

いて協議しました。 

（２）職員の勤務体制について、変形労働時間制による年次有給休暇の消化率は、当年付

与日数換算で 70.41％（12 月 31 日現在）（前年度 77.5％）となっており、職員 1 人あ
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たりの消化日数は平均で 11.46 日（前年度 12.74 日）となりました。 

（３）職員の給与体系については、より一層個人の能力や業績が適正に反映される給与体

系となるよう、Ｄｏ-ＣＡＰシート及び人事考課制度の適正な運用に努めました。ま

た、新入職員を対象とした当法人の人事考課制度の仕組み及びＤｏ-ＣＡＰシートへ

の記入方法についての研修を実施しました。 

 

７．職員の資質向上対策について 

（１）全体職員研修会及び経営会議の実施について 

   定期的に全体職員研修会及び経営会議を実施し、各施設・事業所間の連携を強化す

るとともに、職員研修委員会において、より一層充実した研修計画を策定・実践する

ことにより、社会福祉事業に従事する者に求められる知識や技術を習得し、業務遂行

上の問題点や課題の把握により、入所者や利用者に対する処遇改善に取り組みました。 

   なお、令和元年度の全体職員研修会は、各事業所の事業計画の説明、高齢者の権利

擁護、介護職の離職理由・離職率・働きやすい職場になるための方法、認知症サポー

ター養成講座、職場の中の人権及び感染症予防・腰痛予防について知識・技能の習得

に努めるとともに、特養・訪問事業所の事例発表とグループワークを実施しました。 

（２）事業所別勉強会の実施について 

   利用者や入所者に対して、より一層高度・専門的な介護サービスを提供するために、

事業所別あるいは複数事業所合同でミーティングや勉強会等を実施し、職員の資質向

上と連帯意識の高揚に努めました。 

（３）会議・研修会への参加について 

   熊本県をはじめ、行政機関や各種社会福祉団体が主催する会議・研修会について、

事業所別に積極的に参加するよう指導するとともに、部署ミーティング及び勉強会に

おいて研修報告を確実に行うことで、職員全体の資質向上に努めました。 

 

８．固定資産の取得及び処分について 

（１）固定資産の取得について 

資 産 の 種 類 名   称 取 得 年 月 取 得 価 格 

器具及び備品 ドラム式洗濯機 平成 31 年 4 月 1,782,000 円 

器具及び備品 栄養室パソコン 平成 31 年 4 月 154,116 円 

器具及び備品 訪問パソコン 平成 31 年 4 月 154,116 円 

器具及び備品 包括パソコン 平成 31 年 4 月 154,116 円 

器具及び備品 通所パソコン 平成 31 年 4 月 163,836 円 

器具及び備品 居宅パソコン 4 台 平成 31 年 4 月 616,464 円 

車輌運搬具 スズキワゴンＲ 平成 31 年 4 月 756,000 円 

ソフトウェア 快決シフト君 平成 31 年 4 月 1,454,652 円 

土地 八代市宮地町観行寺 令和 1 年 7 月 36,584,350 円 

器具及び備品 包括パソコン 2 台 令和 1 年 9 月 328,752 円 

器具及び備品 Ａ棟パソコン 令和 1 年 9 月 162,540 円 

器具及び備品 電動ベッド 4 台 令和 1 年 11 月 1,654,400 円 

器具及び備品 シャワーキャリー2 台 令和 1 年 11 月 218,160 円 

器具及び備品 エアーマット 令和 1 年 9 月 125,000 円 

土地 八代市宮地町観行寺 令和 2 年 3 月 5,572,800 円 

土地 八代市宮地町観行寺 令和 2 年 3 月 440,000 円 

合 計   50,321,302 円 
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（２）固定資産の処分について 

資 産 の 種 類 名 称 取 得 年 月 取得価格 処分損額 

器具及び備品 特養パソコン 平成 22 年 11 月 140,175 円 1 円 

器具及び備品 通所ノートＰＣ 平成 26 年 3 月 128,053 円 1 円 

器具及び備品 訪問パソコン 平成 26 年 3 月 114,734 円 1 円 

器具及び備品 居宅パソコン 平成 26 年 3 月 114,733 円 1 円 

器具及び備品 居宅パソコン 平成 26 年 3 月 114,733 円 1 円 

器具及び備品 居宅パソコン 平成 26 年 3 月 114,734 円 1 円 

器具及び備品 居宅パソコン 平成 26 年 3 月 114,734 円 1 円 

器具及び備品 包括パソコン 平成 26 年 3 月 114,734 円 1 円 

器具及び備品 包括パソコン 平成 26 年 3 月 114,733 円 1 円 

器具及び備品 包括パソコン 平成 26 年 3 月 114,733 円 1 円 

器具及び備品 大型洗濯機 平成 9 年 7 月 2,520,000 円 1 円 

車両運搬具 マ ツ ダ プ レ マ シ ー 平成 15 年 2 月 2,545,428 円 1 円 

合 計   6,251,524 円 12 円 

 

９．防災体制の充実・強化について 

防災安全対策は、平時より連絡通報体制、施設設備の安全対策、避難経路・避難場所、

食料品・資器材等の備蓄状況を点検確認しておくことが重要であり「あさひ園消防計画」、

「火災及び非常災害発生対応マニュアル」及び「洪水時等の避難確保計画」を活用して、

防災安全対策に万全を期しています。 

令和元年度上半期においては、6 月に夜間多目的ホール、9 月に昼間Ｂ棟休憩室、12

月に夜間新館食堂からの火災を想定しての防災訓練（通報訓練、消火訓練、避難誘導訓

練）を実施しました。また、新入職員を中心に消火栓を使った放水及び消火器を使った

消火訓練を実施するとともに、7 月にはあさひ園緊急連絡表に基づいて緊急連絡訓練を

実施しました。さらに、参加できなかった職員に対しても災害発生時の対応マニュアル、

スプリンクラー作動時の対応および非常口・通報ボタン・消火器・消火栓園内案内図の

確認を指導しました。また、継続的な訓練となるよう、その都度実施内容、反省点、問

題点等を整理するとともに、その結果を踏まえて次回の訓練計画を立案するなど、効果

的な防災訓練に努めました。 

  なお、3 月に計画していた防災訓練は、新型コロナウィルス感染防止のため中止しま

した。 

 

１０．令和元年度事故報告・苦情受付状況について 

  利用者、家族の意向や要望への対応、事故防止策の検討など、職員間で必要な情報の

共有や連携・検討ができていないことが原因で、苦情や事故等に繋がる場合があります。

利用者に安全で適切な介護サービスを提供するためには、事業所内において職員間の役

割や責任を明確にして情報の共有化を図ると共に、関係機関との連携体制を確立し、円

滑に介護サービス提供や必要な対応が行えるようにしておくことが重要です。 

  令和元年度は、経営会議や各部署の勉強会、ミーティング及びアンケート調査等を実

施し、法人一丸となっての予防対策や事故・苦情発生後の適切な対応により、大きな事

故や家族とのトラブルもありませんでした。 

  事故の発生件数について、前年度と比較し若干減少しました。特養や通所、訪問介護

事業所等の介護現場での事故は減少しましたが、通所介護事業所の交通事故・違反、居

宅介護支援事業所や地域包括支援センターでの請求・申請ミス等は増えています。その
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要因として、職員・事業所間の連携不足、提出書類・入力作業の確認不足等が考えられ

ます。 

  これからも各部署の専門委員会を中心に、事故や苦情及びヒヤリハットに対する具体

的な対策を講じるとともに、発生した事故・苦情に対し役職員全体で共通認識を持ち、

事故・苦情の防止に努めていきます。必要に応じて苦情解決第三者委員会と連携を図り

ながら、利用者や家族、その他関係者との信頼関係の構築に努めていきます。 

  なお、令和元年度の事故及び苦情件数は下記のとおりです。 

※その他の項目                                   (  )は前年度の件数。 

 ①骨折:1 件（特養）八代市へ事故報告書提出 

②提供票の発送ミス：2件（包括） 

 ③送迎忘れ：2 件（通所）     

 ④連絡ノート間違い：2 件（通所） 

 ⑤領収書間違い：1 件（通所）   

 ⑥補聴器預かり忘れ：1 件（通所） 

⑦事業所への連絡忘れ：1 件（居宅）  

 ⑧家族との連携不足による年金停止：1 件（特定相談支援事業） 

 

(  )は前年度の件数 

※苦情内容及び経過 

苦情内容 苦情処理の経過・結果 

《通所介護事業》 

 送迎車がスピードを出している時があ

る。道路は舗装していないため、洗濯物に

ほこりがかかる時がある。徐行して走行し

てもらいたい。 

 

 電話による匿名の苦情。道路交通法を遵

守するとともに、運転中は安全運転に心掛

け、場所や道路状況に応じた運転につとめ

るよう指導した。 

 項 目 特養 短期 通所 訪問 居宅 包括 特相 合 計 

事
故 

転倒、転落 0 (2)  0 (2) 5 (3)  0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0) 5 (7) 

足ひねり、座込み 1 (2) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 

裂傷、表皮剥離 1 (5) 0 (1) 2 (5) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 

離園 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

誤薬、投薬忘れ 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

交通事故・違反 1 (1)  0 (0) 7 (6) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (7) 

器物破損、紛失  0 (0)  0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (1) 

請求・申請ミス 0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0) 5 (3) 8 (4) 0 (0) 13 (7) 

連絡ミス  0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (5) 1 (1) 0 (0) 1 (6) 

その他 1 (4) 0 (0) 6 (2)  0 (0) 1 (0) 2 (0) 1 (0) 11 (6) 

合 計 4(14) 0 (3) 20(19) 1 (1) 7 (8) 11(5) 1 (0) 44(50) 

 項 目 特養 短期 通所 訪問 居宅 包括 合 計 

苦
情 

サービス 0 (0)  0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 

そ の 他 0 (0) 0 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 

合 計 0 (0) 0 (0) 3 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0) 
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《通所介護事業》 

 自宅へ迎えに行かなければならなかった

が、送迎担当職員が把握していなかため、

一時的に宿泊していた次女宅へ迎えに行っ

てしまった。 

 

 ケアマネからの連絡を全職員が把握でき

ていなかった事を家族へ謝罪し、利用者に

ついての変更事項について確実に把握する

よう指導する。 

《通所介護事業》 

 送迎場所を間違え、利用者宅ではない近

隣の家へ立ち入ってしまったため、警察へ

通報された。 

 

 駐在所で事情徴収を受け、事実を報告し

たところ、不審者ではなかったことを理解

してもらう。通報者宅を訪問し謝罪する。 

《訪問介護事業》 

利用者宅を訪問した際、所定の場所に駐

車していなかったため、その場所を使用し

ている近隣者より、早急に車を移動しても

らわないと困る。 

 

駐車した所は誰でも駐車して良い、共有

のスペースとなっていたが、日頃から苦情

申立て者が専用に使用していた。本人宅を

訪問して謝罪する。訪問先の駐車場を関係

職員で確認する。 

 


